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第１節 流域下水道のしくみと効果 

 

 流域下水道は、河川・湖沼・海域など、いわゆる公

共用水域の水質環境基準の達成と、それらの流域内に

おける快適な生活環境の実現を大きな目的としており、

流域内にある複数の市町村が管理する公共下水道から

の下水を行政区域を越えて効率的に収集・処理した後、

河川などへ放流するものです。この流域下水道は、下

水道幹線、ポンプ所及び終末処理場という基幹施設で

構成され、原則として都道府県が建設及び維持管理を

行うことになっています（図表4－1）。 

 一方、流域下水道に接続して下水を流す公共下水道

を「流域関連公共下水道」と呼び、当該市町村が建設

及び維持管理を行います。 

 流域下水道は行政区域にとらわれず、広域的に下水

を処理するという役割を担っています。そこで、流域

下水道と流域関連公共下水道の整合性を図りつつ、関

連市町村に対しての技術指導などを行い、一体的に整

備することにより、次のような効果を発揮できます。 

(1) 当該流域の自然的・社会的条件及び水利用の状況

などを勘案して、処理区域の設定や終末処理場の位置

選定などを行うことにより、河川流域ごとに一体的に

水質保全を図ることができます。 

(2) 行政区域を越えて適正な施設の配置が可能となる

ため、スケールメリットを生かした効率的な事業運営

（用地費、建設費、維持管理費など）を行うことがで

きます。 

(3) 都道府県が下水道幹線や終末処理場の建設・維持

管理を行うため、関連市町村の下水道整備の促進を図

ることができます。 

 

第２節 多摩地域の下水道  

 

 多摩地域の下水道は、戦後の急激な人口増加と産業

の発展による市街化の拡大に対処するため、昭和25年

に武蔵野市で始まりました。その後、昭和30年代後半

から40年代前半にかけて急激な人口増加による生活排

水と工場排水などにより、河川の汚濁が著しくなった

ことから「三多摩地区総合排水計画」を策定し、都は

中小河川と広域幹線排水路を、市町村は下水道管と終

末処理場を整備することとしました。 

 しかし、下水道整備はなかなか進まず、都は「市町

村の区域を越えて広域的に整備する流域下水道の設置

が急務である」として、昭和43年に多摩地域に流域下

水道の導入を決定しました。同年「三多摩地区総合排

水計画（第二次）」が策定され、都は中小河川、流域下

水道の幹線及び終末処理場の整備、市町村は流域関連

公共下水道を整備することとしました。昭和46年3月に

 

図表4－1 流域下水道のしくみ 
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南多摩処理場が稼働して以来、現在、流域下水道は7

つの水再生センターにより構成され、多摩地域の下水

道計画区域の約8割を処理する体制が確立しています

（図表4－2）。 

 

第３節 多摩地域の下水道の現状 

 

 平成21年7月に奥多摩町の流域関連公共下水道が供

用を開始したことで、多摩地域の流域下水道は全30市

町村の下水を処理することになりました。流域下水道

事業に着手した昭和43年頃に20％程度であった多摩地

域の下水道普及率は、平成26年度末現在、99％となっ

ています。 

 普及率の向上に伴い、多摩川ではアユが毎年100万尾

以上、平成26年度には541万尾の遡上を記録し多摩地域

の水環境は大幅に改善されてきています（図表4－3）。

今日では年間約1,860万人の人々が多摩川を訪れ、自然

あふれる水辺空間を形成しています。 

 現在では、下水処理水が多摩川や柳瀬川の河川水量

の約5割を占めるなど、水環境の改善に流域下水道事業

は重要な役割を担っています（図表4－4）。 

 この下水道機能を将来にわたって安定的に発揮する

ために、老朽化施設の計画的かつ効率的な更新や予防

保全型の維持管理などに取り組んできました。また、

首都直下地震などの震災時においても、下水道機能を

確保するために、施設の耐震化、停電に備えた非常用

電源の確保や断水時でも運転可能な無注水形ポンプの

導入など汚水の処理機能の確保に努めてきました。 

 また、放流先河川の水質は格段に向上しましたが、

東京湾の富栄養化の一因であるちっ素やりんを削減す

るための高度処理施設の整備や、多摩地域の下水道計

画区域の約4分の1を占める合流式下水道から降雨時に

一定量以上で河川に放流される汚水混じりの雨水やご

みを減らすための吐口対策や貯留池整備など、良好

な水環境の創出に向けた取組を行ってきました。（図

表4－5）。 

 さらに、これまでにも環境負荷の少ない都市の実現

に貢献するため、省エネルギー型機器の導入などに加

え、下水汚泥を高温で蒸焼き・ガス化する汚泥ガス化

炉や焼却炉内を圧力状態にして燃焼効率を高めること

ができる世界初となるターボ型流動焼却炉の導入によ

り、温室効果ガスの削減を図っています。 

 その他多摩川をはさんで対面する2つの水再生セン

ターを連結管で結ぶことで、水再生センター間の相互

融通機能を確保し、危機管理対応を強化するとともに

代替施設の共有化による効率的な更新や維持管理にも

努めています。（図表4－6）。 

 また、昭和30年代から下水道の整備を進めてきた八

王子、立川及び三鷹の各市が単独で運営している処理

場は、施設規模が小さく、敷地に余裕がないため、施

設の耐震性の向上や多摩川などの水質改善に必要な高

度処理など新たな行政ニーズへの対応が困難になって

います。そこでスケールメリットを活かし、施設の更

新費や維持管理費を縮減するために、市単独処理区の

流域下水道への編入に向けた検討や協議を進め、平成

27年7月から八王子市北野処理区分流区域の下水受入

を開始しました。 

 
図表4－2 多摩地域の下水道計画区域の構成 

        

図表4－3 多摩川の様子（大田区調布取水堰付近） 

 

昭和 40年代半ば 現在 
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図表4－5 下水道普及率と多摩川の水質の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1:平成13年から多摩川中・下流域の水質基準がＣ類型から

Ｂ類型に格上げ 

  （ＢＯＤについて、5㎎/l以下から3㎎/l以下） 

※2:水質観測地点は多摩川原橋 

 さらに、都は、各市町村の公共下水道と流域下水道

台帳の電子化や水質検査の共同実施など市町村と連携

した広域的な維持管理体制を構築するとともに、維持 

 

管理業務などに関するノウハウを多摩地域の下水道事 

業運営に活用できるように、技術支援を推進していま

す。 

図表4－6 多摩川を横断する水再生センター間連絡管 

図表4－4 下水処理水が半分を占める多摩川 

 

▲多摩川上流・八王子 

 水再生センター間連絡管（平成17年度完成） 

▲北多摩一号・南多摩 

 水再生センター間連絡管（平成24年度完成） 

▲多摩川上流・八王子水再生センター間 
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図表4－7 流域下水道計画の概要 

（平成27年4月1日現在） 

流
域
名 

処理区名 
計画処理 
人  口 
(千人) 

計画面積 
(ha) 

計画汚水量 
(千㎥／日) 

ポンプ所 
(か所) 

水再生センター 
関係市町村名 (か所) 

名 称 

多
摩
川 

野   川 585 5,475 298 ― ― 
（区部） 
森ヶ崎水再生セ
ンターへ流入 

武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、 
小金井市、狛江市 

（6市） 

北多摩一号 489 5,124 276 ― 1 北多摩一号 
立川市、府中市、小金井市、 
小平市、東村山市、国分寺市 

（6市） 

北多摩二号 230 2,744 123 ― 1 北多摩二号 
立川市、国分寺市、国立市 

（3市） 

多摩川上流 439 9,349 248 1 1 多摩川上流 
立川市、青梅市、昭島市、 
福生市、武蔵村山市、羽村市、 
瑞穂町、奥多摩町（6市2町） 

南 多 摩 360 5,900 164 1 1 南 多 摩 
八王子市、町田市、日野市、 
多摩市、稲城市 

（5市） 

浅   川 263 3,902 117 ― 1 浅   川 
八王子市、町田市、日野市 

（3市） 

秋   川 447 8,533 232 ― 1 八 王 子 
八王子市、昭島市、日野市、 
羽村市、あきる野市、日の出町、 
檜原村（5市1町1村） 

多 摩 川 流 域 計 2,813 41,027 1,458 2 6か所 22市3町1村 

荒
川
右
岸
東
京 

荒 川 右 岸 684 8,042 320 ― 1 清   瀬 

武蔵野市、小金井市、小平市、東村山市 
東大和市、清瀬市、東久留米市、 
武蔵村山市、西東京市 

（9市） 

総   計 3,497 49,069 1,778 2 7か所 26市3町1村 

<注> □：水再生センター所在市 

＊ 上記計画は、平成21年7月に国土交通省の同意を受け東京都が決定した「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」と整合

を図っています。なお、単独処理区（八王子北野処理区、立川錦町処理区、三鷹東部処理区）の区域を含んだ数値としていま

す。また、ポンプ所、水再生センターのか所数は、都市計画決定済のか所数です。 

 

 

雨  水  幹  線  計  画  の  概  要 

流 域 名 処理区名 排水面積 幹線名並びに延長 関 係 市 名 

多 摩 川 多摩川上流 1,189ha 多摩川上流雨水幹線 7,280ｍ 
青梅市、福生市、羽村市 

（3市） 

荒川右岸東京 荒川右岸 902ha 

黒 目 川 雨 水 幹 線 4,040ｍ 

小平市、東村山市、東久留米市 

（3市） 

出 水 川 雨 水 幹 線 930ｍ 

落 合 川 雨 水 幹 線 2,720ｍ 

小 平 雨 水 幹 線 410ｍ 

計 8,100ｍ 
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図表4－8 処理区と水再生センターの現況（流域） 

（平成27年4月1日現在） 

処理区名 
項目 

野  川 北多摩一号 北多摩二号 多摩川上流 南 多 摩 浅  川 秋  川 荒川右岸 計 

処 

理 

区 

の 

普 

及 

状 

況 

全体人口 

（人）注1 
489,091 506,468 141,634 466,751 375,407 263,675 340,050 728,671 3,311,747 

普及人口 
（人）注1 

489,091 506,082 141,634 463,578 374,020 254,279 335,379 728,606 3,292,669 

普及率 
（％）注1、2、7 

100 ※100 100 99 ※100 96 99 ※100 99 

水再生センター 
処理能力 

（㎥/日）注4 

195,000 
注3 

299,500 
(137,000) 

80,800 
(80,800) 

293,700 
(181,200) 

159,250 
(106,000) 

122,200 
(35,600) 

160,400 
(70,400) 

364,450 
(210,550) 

1,480,300 
(821,550) 

ポンプ所数 

（か所） 
― ― ― 1 1 ― ― ― 2 

下水道管延長 
（ｍ）注5 

18,841 22,073 13,428 53,958 22,952 9,629 42,486 48,823 232,190 

水 

再 

生 

セ 

ン 

タ 

ー 

の 

現 

況 

水再生 
センター名 

区部森ヶ崎
水再生セン

ターで処理 

北多摩一号 北多摩二号 多摩川上流 南 多 摩 浅  川 八 王 子 清  瀬 ― 

所在地 
府中市 
小柳町6-6 

国立市 
泉1-24-32 

昭島市 
宮沢町3-15-1 

稲城市 
大丸1492 

日野市 
石田1-236 

八王子市 
小宮町501 

清瀬市 
下宿3-1375 

― 

敷地面積 

（㎡）注6 
136,346 112,003 151,417 251,563 160,873 224,538 213,012 1,249,752 

運転開始 
昭和48年 

6月 
平成元年 

4月 
昭和53年 

5月 
昭和46年 

3月 
平成4年 
11月 

平成4年 
11月 

昭和56年 
11月 

― 

水
処
理
施
設 

沈 砂 池 6 5 6 8 5 3 7 40 

第一沈殿池 9 3 6 7 6 7 8 46 

反 応 槽 6 4 8 8 6 8 8 48 

第二沈殿池 9 4 8 8 6 8 8 51 

汚
泥
処
理
施
設 

汚泥濃縮槽 4 2 2 2 2 2 4 18 

機械濃縮機 3 3 3 3 3 2 5 22 

脱 水 機 6 4 6 4 2 2 8 32 

焼 却 炉 
(330t/日) 

3 
(80t/日) 

2 
(300t/日) 

3 
(200t/日) 

3 
(160t/日) 

2 
(150t/日) 

2 
(300t/日) 

3 
(1520t/日) 

18 
  

注1：全体人口、普及人口、普及率は都市整備局資料によります。 

注2：※印は、普及率99.5％以上であり、100％概成としました。 

注3：野川処理区の水再生センター処理能力は、森ヶ崎水再生センター受入分です。また、処理能力計は野川を除きます。 

注4：水再生センター処理能力の（ ）内の数値は、高度処理（Ａ２Ｏ法等）及び準高度処理の処理能力です。 

注5：下水道管延長は、雨水幹線を含みます。 

注6：水再生センターの敷地面積は、固定資産明細表によります。 

注7：流域下水道計画区域内の普及率です。 

 

 

 

図表4－9 水再生センター上部公園（流域） 

（平成27年4月1日現在） 

水再生センター名 名   称 開 園 日 面積（㎡） 主 要 施 設 

北多摩一号 府中市小柳町運動広場 昭和52年11月11日 32,900 芝生広場 遊歩道 

北多摩二号 国立市流域下水道処理場広場 平成 4年 5月20日 22,500 スポーツ広場 

多摩川上流 昭島市宮沢広場 昭和54年11月23日 11,900 芝生広場 トリム遊具 ゲートボール場 

南 多 摩 南多摩スポーツ広場 平成14年 4月 1日 14,300 総合運動場 

浅   川 日野市北川原公園 平成13年 4月 1日 26,300 芝生広場 遊歩道 

八 王 子 八王子市八石下広場 平成10年 8月 1日 34,500 芝生広場 遊歩道 サッカー場 

清   瀬 清瀬内山運動公園 昭和59年 4月 1日 37,100 野球場 サッカー場 

計 7か所  179,500  

 注：面積は、使用許可面積から取付道路等の分を控除しています。 
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図表4－10 水再生センター別下水及び汚泥処理の実績（流域） 

（平成26年度実績） 

実績 
水再生 
センター名 

下水処理量（㎥） 汚泥処理量（㎥） 脱水汚泥発生量（ｔ） 汚泥焼却量（ｔ） 

年  間 一日平均 年  間 一日平均 年  間 一日平均 年  間 一日平均 
         
野 川 処 理 区 81,818,000 224,159 区部森ヶ崎水再生センターで処理 
         

北 多 摩 一 号 69,172,868 189,515 3,450,340 9,453 48,377 132 48,377 132 

北 多 摩 二 号 18,892,786 51,761 795,150 2,178 11,945 33 11,945 33 

多 摩 川 上 流 60,714,010 166,340 2,826,030 7,743 52,836 145 52,836 145 

南 多 摩 41,508,486 113,722 1,849,700 5,068 29,417 80 29,417 80 

浅 川 28,977,086 79,389 618,780 1,695 22,893 63 22,893 63 

八 王 子 38,055,681 104,262 1,931,640 5,292 28,700 79 28,700 79 

清 瀬 85,174,959 233,356 2,714,430 7,437 62,856 172 62,856 172 

流 域 分 小 計 342,495,876 938,345 14,186,070 38,866 257,024 704 257,024 704 
         

合   計 424,313,876 1,162,504 14,186,070 38,866 257,024 704 257,024 704 

 

 

図表4－11 処理区別下水道管管理延長 

                 （平成26年度末現在） 

項目 

処理区 

幹線 

（ｍ） 

人孔 

（個） 

公共下水道流入か所 

（か所） 

野 川 18,841 77 33 

北多摩一号 22,073 105 42 

北多摩二号 13,428 64 29 

多摩川上流 53,958 440 65 

南 多 摩 22,952 155 33 

浅 川 9,629 34 20 

秋 川 42,486 217 52 

荒 川 右 岸 48,823 138 70 

計 232,190 1,230 344 

 

 

第４節 主要施策の展開 

 
【お客さまの安全を守り、 

  安心で快適な生活を支えるために】  

 

１ 老朽化施設の更新  

(1) 現状と課題  

 流域下水道は、事業開始から既に40年が経過してお

り、機械や電気の設備の中には、耐用年数を超えて稼

働しているものも多く、経年による補修費が増大する

とともに、老朽化設備の更新に伴う事業費は年々増加

しています。また、老朽化施設の更新を進めるだけで

なく、新たな課題である温室効果ガスの削減や省エネ

ルギー化などへの対応も必要となっています。清瀬水

再生センターでは下水汚泥を高温で蒸焼き・ガス化し

て可燃性ガスを生成・利用することで、都市ガスの使

用量を削減し、温室効果ガスの削減を図る汚泥ガス化

炉（図表4－12）が稼働しています。さらに、浅川水再

生センターでは、補助燃料や電力を大幅に削減する新

たな汚泥焼却システムとして、世界初となるターボ型

流動焼却炉（図表4－13）が稼働しています。これは、

焼却炉内を圧力状態にして下水汚泥を燃焼させること

で、燃焼効率が高まり、従来型焼却炉に比べて、温室

効果ガスを約40％削減、電力や補助燃料のエネルギー

を約35％削減できます。 

(2) 今後の展開 

 事業の平準化やライフサイクルコストの縮減を図る

ために、アセットマネジメント手法による設備再構築

基本計画に基づいた保守点検や補修など、予防保全を

図表 4－12 汚泥ガス化炉施設（清瀬水再生センター） 
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重視した維持管理によって、法定耐用年数の2倍程度延

命化し、主要な機種ごとに定めた経済的耐用年数で、

計画的に設備更新を行います。 

 また、施設の更新にあわせて、補助燃料や電力をこ

れまで以上に削減できる高温省エネ型焼却炉と低含水

率型脱水機を組み合わせた「第二世代型焼却システム」

の導入を進めていきます。 

 流域下水道幹線については、管路内調査の結果に基づ

き、対策が必要である幹線の補修・改良を実施します。 

 

２ 震災対策 

(1) 現状と課題 

 震災時においても、下水道が最低限有すべき機能を

確保するために、施設の耐震化や計画停電などによる

電力不足に備えた対策の強化が必要です。また、震災

時においても信頼性の高い通信手段の確保や市町村と

連携した応急復旧体制の構築が必要とされています。 

 これまでにも、設備更新などにあわせ水処理施設の

耐震補強を進めるとともに電力不足などへの対応とし

て非常用発電設備やNaS電池などの導入に取り組んで

きました。 

 また、災害時に市町村が収集するし尿の受入施設を

各センターにおいて整備し、平成23年12月までに全30

市町村との間でし尿の搬入・受入れに関する役割分担

を定めた「覚書」の締結を完了しています。 

(2) 今後の展開 

 水再生センターの耐震化のスピードアップを図り、

想定される首都直下地震に対して、水を汲み上げる揚

水、簡易処理及び消毒など、震災時においても必ず確

保すべき機能を担う施設について、平成31年度までに

対策を概ね完了させます。 

 また、市町村とは、し尿の搬入・受入れ訓練や情報

連絡訓練など、実践的かつ効果的な訓練を継続的に実

施し、市町村との相互支援体制の強化を進めていきま

す。 

 

 

図表 4－13 ターボ型流動焼却炉（浅川水再生センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4－14 更新にあわせて省エネ型の脱水機を導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ▲更新前 

 

                 ▲更新後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表 4－15 施設の耐震化実施例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
図表4－16 NaS電池（多摩川上流水再生センター） 

 
 
 
 
 
 

施行中 
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３ 水再生センター間の相互融通機能の確保 

(1) 現状と課題 

 水再生センターの更新工事においては、工事期間中

に施設の処理能力を確保しなければならず、加えて代

替施設の設置とそれに係る費用が必要となり、都及び

市町村の負担が大きくなります。また、震災時などに

おいて、水再生センターが被災した場合にも、下水や

汚泥の処理を継続しなければいけません。 

 そこで、多摩川をはさむ二つの水再生センターを連

絡管で結び、震災時などに一方の水再生センターが被

災した場合にも、下水や汚泥を処理することができる

バックアップ機能を確保するとともに、更新時に連絡

管の相互融通機能を活用した施設の共有化を図り効率

的な設備更新や維持管理に取り組んでいます。 

また、北多摩一号・南多摩水再生センター間連絡管

では、バックアップ機能など連絡管の目的をわかりや

すく伝えるための工夫を凝らしたＰＲ施設などを整備

しています。 

 

(2) 今後の展開 

 平成18年度から稼働している多摩川上流・八王子水

再生センター間連絡管、平成25年度から稼働している

北多摩一号・南多摩水再生センター間連絡管に引き続

き、現在3本目となる北多摩二号・浅川水再生センター

間連絡管の整備を進めていきます。 

４ 雨水対策 

(1) 現状と課題 

 都では、黒目川・落合川流域など市単独では雨水排

除が困難な地域の下水道雨水幹線の整備を平成23年度

に完了させました。市が整備する公共下水道の流域下

水道雨水幹線への接続を促すことにより、雨水対策の

効果を向上させることができます。 

 また、多摩地域の一部において、中小河川が無いこ

とから、河川流域毎に作成・公表される浸水危険度を

示す浸水予想区域図が未整備であった北多摩一号・北

多摩二号処理区流域について、関係市と連携し浸水予

想区域図を作成し、公表しています。 

(2) 今後の展開 

 流域下水道雨水幹線をさらに有効に活用してもらう

ために、関係市に対して雨水整備に関する技術支援を

実施し、公共下水道の接続を促し、浸水被害の軽減に

努めていきます。 

【良好な水環境と 

  環境負荷の少ない都市の実現のために】 

 

５ 合流式下水道の改善  

(1) 現状と課題 

 合流式下水道では、一定量以上の降雨があった場合

に、雨水吐口から汚水混じりの雨水やごみが川に流出

しています。下水道法施行令の雨天時放流水質の基準

などへの対応を図るため、関係市と連携し、貯留施設

の整備や下水道への雨水の流入抑制に取り組む必要が

あります。 

これまで、雨水吐口におけるごみなどの流出抑制を

図る水面制御装置や、北多摩二号水再生センターでは

雨天時の下水中の汚濁物を2倍程度多く除去すること

が可能である高速ろ過施設（特殊ろ材を用いて高速で

雨天時の下水を処理するシステム）の整備を行ってき

ました。 

 
図表4－17 連絡管の整備効果 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表4－19 浸水予想区域図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表4－18 ＰＲ施設「見える化施設」 

 
 
 
 
 
 
 
 

施行中 
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また、北多摩一号及び北多摩二号水再生センターに

引き続き、野川処理区においても降雨初期の特に汚れ

た下水を貯留する施設（図表4－21）が平成25年度に完

成しました。 

 

(2) 今後の展開  

 関係市が実施する雨水貯留浸透事業など合流式下水

道の改善対策へ引き続き技術支援を行うとともに、お

客さまに対する宅地内浸透施設の設置のお願いや下水

道に油を流さないためのＰＲなどを関係市と連携して

推進していきます。 

 さらに、関係市と連携して放流水質など合流改善事

業の整備効果の検証を実施し、下水道法施行令におけ

る雨天時放流水質基準の対応状況を検証していきます。 

 

 

 

 

 

６ 高度処理 

(1) 現状と課題 

 多摩川などで、水と親しむことのできる快適な水辺空

間を創出するためには、地球温暖化などに配慮しながら、

ちっ素及びリンを削減するなど、下水処理水の水質をよ

り一層改善するため、高度処理の導入を推進する必要が

あります。 

 平成16年度から全センターにおいて、高度処理を導

入しており、平成26年度末には、処理能力全体の56％

が高度処理されています。 

(2) 今後の展開  

 新たに建設する水処理施設には、ちっ素及びりんを

削減する高度処理施設を導入します。また、設備の老

朽化により更新を行う施設については、高度処理また

は水質改善と省エネルギー化の両立が図れる準高度処

理を導入していきます。平成30年度までには、準高度

処理と高度処理を合わせた施設能力を7割程度まで向

上させます。 

 一方、高度処理はこれまでの処理法よりも、電力使

用量が3割程度増加し、エネルギーの消費量が多くなる

ため、施設の増設や設備の更新にあたっては、省エネ

ルギー化技術を積極的に導入していきます。 

 

【下水道機能を安定的に確保するために】 

 

７ 維持管理の充実 

(1) 管路施設・水再生センターの維持管理 

ア 現状と課題 

 これまで、老朽化したマンホール蓋の取替えや汚泥

処理施設などの劣化及び腐食状況の調査などを実施し、

予防保全を重視した維持管理を行ってきました。また、

危機管理対応を強化する観点から、汚泥かき寄せ機

チェーンの脱輪を抑制するために、ガイドレールの設

置を進めてきました。 

図表 4－21 野川下流部雨水貯留池 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表 4－22 年間 1,860万人の人々が訪れる多摩川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表 4－20 合流式下水道を改善する施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①雨水浸透ます・浸透管（浸透トレンチ） 
②水面制御装置など 
③雨水貯留施設 
④高速ろ過施設 
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 一方、高度処理などの水質改善や汚泥の高温焼却な

どによる温室効果ガスの削減を推進するに当たり、電

力使用量や補助燃料使用量などの維持管理費用が増加

することから、運転管理の工夫や再生可能エネルギー

の活用、省エネルギーの更なる推進が求められていま

す。 

イ 今後の展開 

 引き続き、老朽化したマンホール蓋の取替えや汚泥

処理施設などの劣化及び腐食状況の調査を行い、計画

的な補修・改良を実施し施設の延命化を図ります。 

 また、沈殿池の汚泥かき寄せ機チェーンの脱輪抑制

対策を完了させ、震災時の下水道機能を確保していき

ます。 

 さらに、汚泥焼却炉の廃熱を活用した発電設備の導

入や汚泥の高温焼却に伴う補助燃料使用量と温室効果

ガス排出量との最適化を図るなど、運転管理の工夫に

より、電力使用量や補助燃料使用量などを低減し、維

持管理費の縮減や省エネルギー化を進めていきます。 

(2) 再生水の利用（清流復活事業）  

ア 現状と課題  

 流域下水道の水再生センターの処理水（342,496千㎥

／年）のうち年間30,429千㎥（全処理水の約9％）が再

生水として利用されています。このうち多摩川上流水

再生センターからは、昭和59年8月から野火止用水、昭

和61年8月から玉川上水、平成元年3月から千川上水に

送水を開始しています。この清流復活事業は、枯渇し

た中小河川や用水路に清流を復活させ、身近に親しめ

る水辺空間をよみがえらせるもので、東京都の重要な

施策の一つになっています（図表4－25、図表4－27）。 

 下水道局では、この事業にあたり、多摩川上流水再

生センターの二次処理水の臭気、色度、りんなどをさ

らに除去するため、凝集剤（PAC）を添加し、砂ろ過施

設及びオゾン注入施設で処理して24,800㎥／日の再生

水を送水しています。 

イ 今後の展開 

 今後も玉川上水などに再生水の安定供給を図り、

人々が集う水辺空間を創出します。 

 

図表4－25 再生水の利用状況 

（平成26年度） 

利 用 先 
再利用量 

（千㎥／年） 

清流復活用水 9,049 

水再生センター内利用 21,368 

下水道管清掃 4 

その他 8 

計 30,429 

 

図表4－26 野火止用水（清流復活事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表4－23 老朽化ですり減ったマンホール蓋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 4－24 汚泥かき寄せ機 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

チェーン脱輪抑制ガイドレール 

チェーン 
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(3) 下水汚泥の資源利用 

ア 現状と課題 

 流域下水道の7か所の水再生センターから、年間約26

万tの下水汚泥が発生しており、全量を焼却しています。

汚泥焼却灰を有効利用する方策として、平成2年度から

セメント原料化に取り組み、その後もアスファルト

フィラー原料化（アスファルト混合物の一部）などを

進めてきました。こうした取組により、平成9年度から

汚泥焼却灰の100％資源化を継続してきました。 

 しかし、平成23年3月11日の東日本大震災に伴う、福 

島第一原子力発電所からの放射性物質の飛散により、5

月中旬以降、汚泥焼却灰の資源化が全面停止となりま

した。 

汚泥を埋め立てることのできる処分場がない多摩地

域では、一時的に全量を施設内に保管する事態となりま

したが、庁内の関係局との調整を進め、地元区や市町村

など多くの方々にご理解を頂き、平成23年10月27日から

平成26年6月まで区部の中央防波堤外側処分場に埋立処

分を実施しました。 

 現在、汚泥焼却灰に含まれる放射能濃度が低減傾向

にあることを踏まえ、資源化について試行しています。 

イ 今後の展開 

 引き続き、資源化の本格的な再開に向けて関係者と

の調整を精力的に進めていきます。 

 

 

(4) 再生可能エネルギー活用の拡大 

ア 現状と課題 

 地球温暖化防止の取組は、かねてから地球環境を守

る重要な課題となっています。また、東日本大震災後

の電力危機でエネルギー問題が着目されている現在、

下水道事業において、再生可能エネルギーの更なる活

用が求められています。 

 下水道施設には、流入下水の保有熱や焼却炉の焼却廃

熱など未利用のエネルギーが大量に存在しており、水再

生センターでは熱利用のシステムを導入しています。 

（図表4－28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 今後の展開 

 水再生センターで、敷地内の傾斜地を利用した太陽

光発電の導入や、多摩川との放流落差を活かした小水

力発電の導入、低温域の焼却廃熱を活用した発電設備

を設置するなど、再生可能エネルギーのさらなる活用

を計画的に推進していき、環境負荷の少ない都市の実

現に貢献していきます。 

図表4－28 熱利用の状況 

水再生センター 設置年度 熱源 方式 対象施設 

多摩川上流 平成元年度 
汚泥焼却 

廃熱 

暖房・ 

給湯 
本館(事務室) 

清 瀬 平成10、14年度 
汚泥焼却 

廃熱 

冷暖房・ 

給湯 

本館、ポンプ棟、

汚泥処理棟 

 

図表4－27 再生水を供給している水辺空間 

 

多摩川上流 

水再生センター 

玉川上水 
昭和 61年 8月通

 

落合水再生センター 

分配槽 
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８ 単独処理区の編入 

(1) 現状と課題 

 昭和30年代から整備を進めてきた八王子、立川及び

三鷹の3市が単独で運営している処理場は、規模が小さ

く狭い敷地に立地していることなどから、施設の更新

や高度処理、耐震性の向上への対応が困難な状況に

なっています。 そこで、これらの単独処理場が抱える

課題に対応するために、3市の単独処理区を流域下水道

に編入する協議を関係市や関係機関と進めています。 

平成24年度に八王子市及び立川市と東京都との間にお

いて締結した基本協定に基づき、平成25年度は、実施

協定を締結しました。 

平成27年7月から八王子市北野処理区分流地区の下

水受入を開始しました。 

(2) 今後の展開 

 単独処理区の流域下水道への編入により、スケ－ル

メリットを活かし、維持管理費の縮減や高度処理の導

入が可能になるため、多摩地域の水環境の向上と下水

道事業運営の効率化を図ることができます。また、バッ

クアップ機能を有する流域下水道の水再生センターで

下水や汚泥の処理機能が確保できることから、多摩地

域の高度防災都市づくりに貢献します。 

 今後は、八王子市北野処理区の合流区域や立川市錦

町処理区など、単独処理区の編入に向け、施設整備や

関係市との具体的な事項について調整を進めていきま

す。 

 

９ 市町村との連携強化 

(1) 現状と課題  

 多摩地域の下水道は、市町村の公共下水道と都の流

域下水道が一つのシステムとして機能を発揮しており、

公共下水道と流域下水道が連携を強化することが重要

となっています。このため、都と市町村は、流域下水

道と公共下水道の下水道台帳を同一のシステムで電子

化することや都と市町村がそれぞれ行ってきた水質検

査を共同実施することにより、広域的な維持管理体制

を構築し、下水道事業運営の効率化を進めてきました。 

 また、都では、市町村が行う維持管理業務などに関

するノウハウを多摩地域の下水道事業運営に活用する

ために技術支援の強化を進めています。 

(2) 今後の展開 

 引き続き、水質検査の共同実施を拡大するとともに、

電子化された下水道台帳の用途拡大や多目的利用を推

進し、維持管理業務の効率化を図ります。  

 また、多摩30市町村下水道情報交換会を継続的に開

催し、各公共下水道管理者が必要とする下水道技術や

事業運営に関する知識など、様々な情報を交換し、こ

れまで下水道局が培ってきた技術やノウハウを提供し

ていきます。 

 さらに、災害時のし尿受入れ訓練や「多摩地域の下

水道事業における災害時支援に関するルール」に基づ

く、情報連絡訓練など、災害時の支援体制を充実させ、

多摩地域の安全・安心を確保します。 

 
図表4-30 多摩30市町村下水道情報交換会のイメージ 

 
 
 

 

 
図表4-29 単独処理区の編入計画 

 
 
 
 
 
 
 
 


